
青森県ＧＸビジネスネットワーク規約 

 

（名称） 

第１ 本ネットワークは、青森県ＧＸビジネスネットワーク（以下「ＧＸネットワー

ク」という。）と称する。 

（目的） 

第２ ＧＸネットワークは、グリーントランスフォーメーション（以下「ＧＸ」とい

う。）関連産業に関する情報共有や県内中小企業及び大学・研究機関等が有するニ

ーズ・シーズのマッチング機会の創出、会員によるネットワークの形成に取り組

み、本県中小企業のＧＸ関連産業参入を促進することを目的とする。 

（活動内容） 

第３ ＧＸネットワークは、第２の目的を達成するために次の活動を行う。 

（１）ＧＸ関連産業に関する情報共有及び情報交換 

（２）県内中小企業及び大学・研究機関等が有するニーズ・シーズに関する情報共有

及び情報交換 

（３）ＧＸ関連産業参入に関する研修会等の開催 

（４）ＧＸ関連産業参入に取り組む事業者間のネットワーク形成 

（５）その他ＧＸ関連産業参入の促進に必要な活動 

（会員） 

第４ ＧＸネットワークの会員は、第２の目的に賛同する次の要件を満たす者とす

る。 

（１）次のいずれかに該当する者であること。 

 ア 県内に本社又は事業所を有する事業者（法人又は個人事業者）及び団体等 

 イ 本県におけるＧＸ関連産業参入の促進に協力する事業者（法人又は個人事業

者）及び団体等（大学及び研究機関を含む。） 

（２）宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者（候補者を

含む）や政党などを推薦、支持又は反対する目的の団体、暴力団若しくは暴力団

員の統制の下にある者でないこと。 

（設置期間） 

第５ ＧＸネットワークの設置期間は、令和１１年３月３１日までとし、必要に応じ

て延長することができる。 

（事務局） 

第６ ＧＸネットワークの事務を処理するため、青森県経済産業部地域企業支援課に

事務局を置く。 

（入会手続等） 

第７ ＧＸネットワークへの入会は、必要情報（企業名（事業所名）、業種、企業所在

地（住所）、担当者氏名、電話番号、メールアドレス、関心のある分野、県ホーム

ページ及びＧＸネットワークでの参加公表の可否）を事務局に提供して行う。 

２ 会員が第４の要件を満たさなくなったときは、会員の資格を喪失したものとする。 

 



（その他） 

第８ この規約に定める事項のほか、ＧＸネットワークの運営に関し必要な事項は、

別に定める。 

 

 

附 則 

この規約は、令和８年４月２４日から施行する。 


